
県消防防災課
委託事業者

事業者名：日ノ丸西濃運輸株式会社
鳥取支店

住所：鳥取市湖山町東３丁目４０番地
電話：0857-28-2221
ファクシミリ：0857-28-0527

市町村等
※鳥取県庁各課、県内の市町村、鳥取県東部広
域行政管理組合、鳥取中部ふるさと広域連合、
鳥取県西部広域行政管理組合の各消防局及
び消防署等

利用前

イベント等当日

原則３か月前まで

利用前

イベント等当日

利
用
申
込

※利用の決定後であったとしても、
次の条件にあてはまる場合は、利
用決定を取り消す可能性がある。

（１）避難所での給電等災害対応を行う必要があ
る場合
（２）車両の修繕及び点検に係る利用がある場合
（３）悪天候により安全な使用が見込めない場合
（４）その他、鳥取県消防防災課長が利用決定の
取消しが必要である認めた場合

※市町村等側の都合により利用を中
止する場合

前日（土日祝日にあたる場合は、
その直前の平日）の正午まで

中
止
・取
消

※別途委託契約にて規定※故意又は過失により地震体験車を
損傷し、又は第三者に損害を与え
る事故等を起こした場合

地震体験車の修繕後

事
故
等

利用申込書（様式第１号）を
県消防防災課に提出

利用申込書（様式
第１号）を受理

申込の順番及びイ
ベントの規模等を
考慮し、優先順位
を付して委託事業
者に調整を依頼

※市町村等が希望した場合
利用決定取消確認書（様式第４号）

を市町村等に送付

委託事業者に連絡

安全確認のための打ち合わせ

事故報告書（様式第６号）を
県消防防災課に提出

事故等についての責任を負うものとし、
その修繕に要する経費及び損害賠償等

に要する経費を負担

修繕完了報告書（様式第７号）を
県消防防災課に提出

給電機能付地震体験車（３代目グラットくん）の利用申込等について
市町村等

利用決定確認書（様式第３号）を
市町村等に送付

※地震体験車の操作、運転、説明及び乗
降補助（地震体験車の操作等）は委託
事業者が行う。ただし、次の条件をい
ずれも満たす者１人を操作員とし、その
サポートを行う補助員と併せて計２人
を最低要員として地震体験車の操作等
を行うことも可能。
（１）準中型免許以上又は平成１９年６月１日以
前に取得した普通免許を有する者
（２）県が認める地震体験車の操作等の講習を
受講し、県が管理する操作員登録台帳（様式
第５号）に記載のある者

※地震体験車の操作等を市町村等が行う
場合、貸出期間中の費用は市町村等が
負担

※地震体験車の操作等を市町村等が行う
場合は、対応不要


